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地域の災害対策・避難所の運営組織 

避難者が予想される場合、速やかに災害時避難所を開設します。 

災害時避難所の運営は、都島区災害対策本部からの派遣職員、避難所となる

施設の管理者、および自主防災組織からなる避難所運営委員会が行うことにな

ります。 

桜宮地域災害対策本部 

本部設置場所 桜宮小学校 

責任者 地域活動協議会会長 

副責任者 地域活動協議会会長が指名 

責任者 

連合振興町会、地域防災リーダー、女性防火クラブ、 
社会福祉協議会、地域民生委員・児童委員、 

桜宮小学校 PTA、ネットワーク推進委員、 
地域福祉コーディネーター、青少年指導員ほか 
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 災害時はもちろん、日頃から地域の皆さんが一緒になって防災活動に取り組む

ための組織、これが「自主防災組織」です。自主防災組織は「地域災害対策本

部」「避難所運営委員会」「町会本部」の３つの組織により運営します。 

 

組織全体の司令塔。被害状況を把握し、処置・指示を行います。

被害状況や災害情報等を記録、伝達します。

避難所に救護所を設置、応急手当や病院への搬送など。

避難の誘導、避難者等の把握。

可搬式ポンプでの消火活動。

  避難所の司令塔。避難者への情報提供など。

  避難者の受付、避難者名簿の作成。施設の管理運営。

  救護所を開設し、負傷者の応急救護など。

  炊き出し、飲料、食料の配給など。

  備蓄物資の管理、配給など。

物資部

総務班

情報班

救護班

避難誘導班

消火班

町会本部

避難所運営委員会

地

域

災

害

対

策

本

部

総務部

管理部

救護部

食料部



避難するところ（避難所など） 

8 

避難エリアについて 
 避難所の受入れ人数等を勘案し、避難エリアを町会の境界線をもとに割り当て

ています。この割り当てについては、今後、地域防災訓練を実施していくなかで見

直される場合もあります。 

  は町会別一時避難場所 
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桜宮中学校には東都島地域の方も避難します。 

町会単位 

エリア 
一時避難場所 災害時避難所 

津波避難ビル 

※受入可能時間等あり 
（P.13 参照） 

1 町会 片町一丁目児童遊園 

桜宮小学校 

●桜宮小学校 

●桜宮中学校 

●東高校 

●大阪私学会館 

●ザ・ガーデンオリ

エンタル大阪 

●生活協同組合

おおさかパルコープ

京橋事務所 

 

※その他、高い建

物に逃げましょう 

2 町会 2 町会地蔵尊前 

3 町会 Times 大阪京橋駅前第２ 

5 町会 
安芸医院前 

桜宮スイミングスクール前 

6 町会 藤田邸跡公園 

7 町会 東野田公園 

9 町会 京橋公園地蔵尊 

12 町会 - 

桜宮中学校 

13 町会 - 

14 町会 桜之宮東公園 

17 町会 シャルム京橋駐車場 

20 町会 桜之宮東公園 

8 町会 東四会館 

東高校 

11 町会 - 

15 町会 都島住宅駐車場 

16 町会 - 

18 町会 都島区役所駐車場 

19 町会 京橋グリーンハイツ開発公園 
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桜宮小学校（東野田町 1-10-19  電話：06-6351-1577） 

 

 

災害時避難所の配置図（変更することがあります） 

 

  

責任者 
地域活動協議会会長

が指名 

副責任者 
地域活動協議会会長

が指名 

運営委員 
町会長 

地域防災リーダーほか 

鍵保管者 
自主防災組織 

が保管 

学校に避難

する町会 
1～3、5～7、9 

は町会別一時避難場所 
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桜宮中学校（東野田町 5-16-10  電話：06-6921-6934） 

東都島地域の方も避難します。 

 

 

 

災害時避難所の配置図（変更することがあります） 

 

  

 

 

 

責任者 
桜宮地域活動協議会 

会長が指名 

副責任者 
東都島まちづくり協議会

会長が指名 

運営委員 
町会長 

地域防災リーダーほか 

鍵保管者 
自主防災組織 

が保管 

学校に避難

する町会 

桜宮：12～14、17、20 

東都島：16、17 

東都島 

は町会別一時避難場所 
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東高校（東野田町 4-15-14  電話：06-6354-1251） 

 

 

 

災害時避難所の配置図（変更することがあります） 

 

  

 

 

 

 

責任者 
地域活動協議会会長

が指名 

副責任者 
地域活動協議会会長

が指名 

運営委員 
町会長 

地域防災リーダーほか 

鍵保管者 
自主防災組織 

が保管 

学校に避難

する町会 

8、11、15、16、 

18、19 

は町会別一時避難場所 



桜宮地域の避難先・避難施設・病院など 

13 

各施設の受入れ人数 

 
一時避難の 

受入れ人数 

災害時避難所 

受入れ人数 

津波避難 

受入れ人数 

一人当たりの 

面積 
1.0 ㎡/人 1.6 ㎡/人 1.6 ㎡/人 

使用場所 
体育館、 

教室、廊下、 
グラウンドなど 

体育館、 

教室など 

3 階以上の教

室、廊下など 

避

難

所
名 

桜宮小学校 3,200 人 1,000 人 952 人 

桜宮中学校 1,400 人 900 人 1,408 人 

東高校 16,000 人 1,400 人 3,341 人 
大阪私学会館 

月～金：9 時～17 時 

土：９時～12 時 

（祝日及び 8/13～15、

12/28～１/４の休館日は除

く） 

  233 人 

ザ・ガーデンオリエンタル

大阪 

９時～20 時 

  310 人 

生活協同組合おおさか

パルコープ京橋事務所 

月～金：９時～18 時 

  150 人 
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大規模災害時協力事業所 

大規模災害時に企業・事業所の人的・物的資源を活用して、 

地域の救出・救護活動に参加していただく制度です。

ザ・ガーデンオリエンタル大阪 網島町 10-35 06-6365-8806 

オリオン建設（株） 片町１-４-12 06-6353-1521 

リフレックス（株） 片町２-11-19 06-6352-1086 

桜宮ゴルフクラブ(株) 中野町２-５-27 06-6351-2155 

生活協同組合おおさかパルコープ 

京橋事務所 

東野田町１-５-26 06-6242-0915 

(株)京阪流通システムズ京橋事業部 東野田町２-１-38 06-6353-2525 

中村電設(株) 東野田町５-13-14 06-6921-6514 
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広域避難場所 

同時多発火災が発生し、人命に著しい被害を及

ぼすと予測される場合の避難場所です。 

広域避難場所 地震 火災 津波 洪水 

淀川河川公園毛馬地区 ○ ○ × × 

旭公園一帯 ○ ○ × × 

大阪城公園 ○ ○ ○ × 

 

 

 

 

 

災害時避難所 

宿泊・給食等の生活機能を提供できる施設。都

島区のすべての小・中・高校が指定されています。 

 

 

一時避難場所 

一時的に避難できる広場、公園や学校の校庭な

ど。 

 

 

 

福祉避難所 
災害時において、高齢者や障がい者など、一般の

避難所生活において特別な配慮を必要とする

方々を対象に開設される避難所。区災害対策本

部を通じて受入れます。個別の受入れはできませ

ん。 

グループホーム片町苑 片町 2-9-25 06-6357-5793 

デイサービス片町苑 片町 2-9-25 06-6357-5793 

生活訓練施設 加光 東 野 田 町 5-5-

16 
06-6351-8668 

 

津波避難ビル 

津波などの水害から一時的または 

緊急に避難・退避する施設。 

一定の条件があります。 

 

災害拠点病院 

災害時には医療機関の拠点となり、受け入れは 

重傷者に限られる。 

大阪市立総合 

医療センター 
都島本通 2-13-

22 
06-6929-1221 

 

災害協力病院 

災害時に傷病者を受け入れる病院。 

明生病院 東野田町 2-4-8 06-6353-3121 

協和病院 東野田町 5-2-25 06-6357-1131 

聖和病院 中野町 1-7-32 06-6352-2525 

神原病院 高倉町 1-10-5 06-6923-3351 


